
随意契約

担当課の名称

及び所在地

総務企画部会計課

横浜市中区山下町 消費税抜き

７０－７ 神奈川県横浜市中区
日本大通33番地

総務企画部会計課

横浜市中区山下町

７０－７ 神奈川県横浜市中区
住吉町2-24-2

消費税抜き

契約業者は、当支部社屋の中長期修繕計
画策定を担っており、修繕にあたって必要
な事前調査を既に行っていることから、契
約の性質又は目的が競争を許さない場合
に該当するため。（日本赤十字社会計規則
第36条第4項）

2
「赤十字運動月間」に係る
新聞広告掲載業務の委託
（掲載データ制作、紙面掲載調整）

令和3年8月16日

株式会社読売Palette

968,182 円
本件は、予定価格が250万円を超えない工
事又は製造に該当するため。（日本赤十字
社会計規則施行細則第35条第1号）

1

日本赤十字社社神奈川県支部
社屋の修繕計画工事に伴う
設計・工事監理、技術支援業務
（　令和3年8月10日
　　　　　　　～　令和4年3月31日）

令和3年8月10日

一般社団法人
かながわ土地建物保全協会

1,300,000 円

随意契約締結状況

（令和３年８月）

通番 物品等又は役務の名称及び数量 随意契約を締結した日 随意契約の相手方の氏名及び住所
随意契約に係る
契約金額

随意契約によることとした理由
その他必要な事項
（備考）


